別添１
押印廃止の取扱いについて
　
押印廃止に伴う、退職金請求書、加入・履行証明書等の取扱いについて、下記のとおりご案内申し上げます。（令和３年１月４日より）

【各種申請書】
●令和３年１月４日より各種申請書における押印を廃止する（訂正印も含む）。

●建退共本部ホームページ掲載の各種申請書様式（ダウンロード様式）について　は順次新様式に変更する。


【退職金請求書の取扱い】
●請求人印及び事業主証明印について押印廃止。（請求人名及び事業主名・代表者名・共済契約者番号等は必ず記入していただくこと）。

●金融機関口座確認印が必要な申請書については、金融機関口座確認印を廃止。代わりに通帳又はキャッシュカード等の写しを添付してもらう（金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号の分かる箇所）。

●退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書について押印廃止。
※現在庫につきまして、新様式が出来上がるまで当分の間、（別添2）「建退共本部からのお知らせ」の添付をお願いします。（印刷は白黒で対応可）。
　なお、新様式は令和３年１０月の制度改正までに作成の予定。


【建設業退職金共済事業加入・履行証明書　発行時の取扱い】
●申請者（共済契約者）：「印」廃止（訂正印も含む）
※押印があっても受付可
●支部長：「印」　　　　　　　　　　　　
※支部長印は、押印のうえ、発行して下さい。
※静岡県支部ＨＰについて、差替えを予定しておりますが当面の間は、現行のままご使用願います。
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ご不明な点等がございましたら、当支部までお問合せ下さい。
よろしくお願いいたします。

建退共 静岡県支部
